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はじめに 

 

本報告書は，広島県障害者自立支援協議会の専門部会である「就労支援部会」（以下「当部会」）に

おける令和元年度の検討結果を報告書として取りまとめたものである。 

当部会への付託事項は，次の 2 項目である。 

１ 就労支援体制の整備に係ること。 

２ 福祉的就労の場における工賃向上に係ること。 

 

◆部会開催状況 

開催日程 主な議題 

第１回 

令和２年２月 20 日 

【協議事項】 

（1）平成 30 年度工賃実績について 

（2）令和元年度の工賃向上に向けた県の取組状況について 

（3）令和元年度広島県優先調達方針について 

【報告事項】 

（1）就労継続支援Ａ型事業所の指定等に係る専門家会議の設置について 

（2）関係機関の取組について 
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第１ 平成 30 年度工賃実績について 

 

平成 30 年 8 月「広島県工賃向上に向けた取組（第 3 期）」を策定し，障害者就労支援事業所の工賃向

上への取組の具体化を進めているが，これまでの取組の進捗状況は次のとおりである。 

 

１ 広島県目標工賃及び実績の推移 

年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 

工賃実績（月額） 12,419 円 12,942 円 12,752 円 

全国平均 12,222 円 12,600 円 12,587 円 

 

  広島県工賃ステップアップ計画期間 

年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

目標工賃（月額） -  -  25,000 円 

工賃実績（月額） 13,291 円 13,474 円 14,397 円 

全国平均 12,695 円 13,079 円 13,586 円 

  

 広島県工賃向上に向けた取組期間 

年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

目標工賃（月額） 16,000 円 17,300 円 18,700 円 

工賃実績（月額） 15,668 円 15,551 円 15,643 円 

全国平均 14,190 円 14,437 円 14,838 円 

  

 広島県工賃向上に向けた取組期間（第 2 期） 

年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

目標工賃（月額） 16,500 円 17,000 円 17,500 円 

工賃実績（月額） 15,939 円 15,892 円 16,038 円 

全国平均 15,033 円 15,295 円 15,603 円 

  

 広島県工賃向上に向けた取組期間（第 3期） 

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

目標工賃（月額） 16,500 円 17,000 円 17,500 円 

工賃実績（月額） 16,754 円 - - 

全国平均 16,118 円 - - 

※対象は，平成 23 年度までは B 型及び旧法授産施設等。平成 24 年度からは B 型事業所。 

平成 30 年度の工賃実績は 16,754 円と前年度比 716 円の増加となり，「広島県工賃向上に向けた取組

（第 3期）」で設定した平成 30 年度目標工賃 16,500 円を上回った。 
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２ 各事業所単位での平成 30 年度目標工賃月額達成状況 

工賃実績報告対象事業所 320 

提出事業所（提出率） 272（85.0%） 

平成 30 年度目標工賃月額（16,500 円）達成事業所（達成率） 93（34.2%） 

工賃月額実績 9,900 円（目標の 60%）未満の事業所 76（27.9%） 

平成 30 年度目標を達成した事業所は全体の 3 割強に留まり，一方で目標を大きく下回る事業所が全

体の約 3 割を占める状態となっており，今後，目標を大きく下回る事業所への状況確認と優先的な支

援が求められる。 
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第２ 令和元年度における工賃向上に向けた取組状況について 

 

障害者の経済的な自立を伴う地域生活への移行を促進するため，障害者就労継続支援事業所等におけ

る生産活動の充実及び工賃の向上を図る取組を支援する。 

また，障害福祉サービス事業所の適正な運営及び執行を図るため，当該事業を行う法人等に対する指

導・監査等の充実を図る。 

 

１ 障害者経済的自立支援事業 

   

 

⑴ 事業所職員スキルアップ事業 

区分 内容 

目 的 

障害者就労継続支援事業所等（以下「事業所」という。）の職員を対象として，事

業所運営に関するマネジメントスキルを向上させるための研修，専門家を事業所に

派遣し，事業所毎の課題分析や解決策に関する指導を行う。 

受 託 者 公益社団法人広島県就労振興センター 

工賃底上げ

研修 

・開 催 日；第１回 令和元年８月 29 日（木） 

      ；第２回 令和元年９月 17 日（火） 

・参加事業所；14 事業所 

・開 催 場 所；広島市南区地域福祉センター外 

専門家派遣 
・派遣事業所；⒌事業所 

・派 遣 回 数；４回／事業所当たり 

成 果 等 

・会計の基本，収支（BEP 分析）や工賃向上計画等の研修を実施したことにより，受

講者の事業所運営に対する意識の変化があった。 

・専門家による事業所の課題分析等により，課題に対する取組が具体化された。 

 

経済的自立支援事業内訳 
平成 30 年度 

決算額 

令和元年度 

事業費 

■事業所職員スキルアップ事業 

 ・工賃底上げ研修，専門家派遣 

 

400,000 1,549,000 

■専門家指導による技術・販売力向上事業 

 ・好事例情報発信事業（S-1 サミット） 

 

1,640,000 2,441,000 

■障害者就労支援事業所売上向上対策事業 ※ 

 ・共同受注窓口運営 

 ・ふれ愛プラザ及び協議会運営 

9,543,000 10,500,000 

■農福連携による障害者の就労促進事業 

 ・技術支援アドバイザー派遣事業 

 ・販路拡大事業（マルシェ） 

4,752,000 5,759,000 

■Ａ型事業所適正化事業 

 ・就労継続支援 A 型事業所経営者研修 

 ・経営改善に係る指導・監査 

2,799,000 7,581,000 
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{2}  専門家指導による技術・販売力向上事業 

区分 内容 

目 的 
障害者就労継続支援事業所等（以下「事業所」という。）が作る菓子類の技術指導及

び展示・品評により，品質及び販売力の向上を目指す。 

受 託 者 公益社団法人広島県就労振興センター 

開 催 日 時 
一次予選：令和元年９月 12 日（木） 

本  選：令和元年 11 月 23 日（土・祝） 

場 所 
一次予選：広島県庁内会議室 

本  選：Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島 かば広場 

参 加 者 
一次予選：10 事業所 

本  選：10 事業所，一般投票者 612 人 

結 果 

【スイーツ部門】 

最優秀賞：蜜芋ジェラート /ゆめサポート・バク（福山市） 

優秀賞：あじば農園自然派レモンケーキ/なないろ作業所（府中町） 

【スナック部門】 

最優秀賞：アーモンドクッキー /第一きつつき共同作業所（広島市東区） 

優秀賞：フロランタン/つくしんぼ作業所（広島市東区） 

審査員特別賞（両部門から１商品） 

かんきつこのは/ウイング（東広島市） 

成 果 等 

・専門家による技術指導により，味・外見等の改良や製造工程の効率化に繋がってい

る。 

・品評会及び販売会の実施により，県民における事業所製品の知名度は上がっている

が，一過性のイベントとなっており，事業所の販路拡大に繋がる事業展開が必要であ

る。 
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⑶ 障害者就労支援事業所売上向上対策事業 

区分 内容 

目 的 

障害者の就労支援についての有識者や関係者による県レベルの協議会を設置し，共

同受注窓口やふれ愛プラザと連携を図りながら，その運営強化策の検討・助言を行う

ことにより，製品力向上及び売上向上を目指す。 

受 託 者 公益社団法人広島県就労振興センター 

実 施 状 況 

（1）ふれ愛プラザ活性化協議会の開催 

  ふれ愛プラザの運営，機能の活性化への方策を協議するために開催。 

令和元年９月６日（水） 

（2）ふれ愛プラザの運営・機能強化 

活性化協議会で検討・協議された内容を受け，次のような取り組みを行った。 

・ふれ愛プラザ事業計画の作成 

・事業所向け情報配信 

・一般客アンケート，事業所アンケートの実施 

・雑貨フェアイベントの開催（３月） 

・専門家アドバイスによる店舗レイアウトの改装（３月）等 

（3）共同受注窓口の運営・機能強化 

共同受注窓口にコーディネーター1 名を配置し，企業等へ営業を行うことにより，

単独の事業所では実施が困難な受注の調整や新規の受注確保に努めた。 

成 果 等 

・平成 30 年度よりふれ愛プラザ及び共同受注窓口の運営・機能強化のための委託事業

を実施し，協議会を開催したことで，外部専門家等による課題の確認や対応方策の検

討による，取り組むべき方向性の整理ができた。 

・今年度，様々な取り組みを行っているが，認知度向上や売上増加に直結しておらず，

ふれ愛プラザの自立的運営への見通しが立てにくい状況である。 

・共同受注窓口事業については，ホテル清掃作業など新規分野の受発注を行ったが，

社会的ニーズに対応したマッチングを広げていくためには，就労支援事業所の業務へ

の理解を深めていく必要がある。 

 

⑷ 農福連携による障害者の就労促進事業 

区分 内容 

目 的 

農業分野の専門家を障害者就労継続支援事業所に派遣し，事業所職員及び利用者に

対して農業技術に関する指導・助言及び事業所が生産する農産物の６次産業化の支援

を行う。 

また，普及啓発として農福連携セミナーを開催した。 

受 託 者 一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団 

実 施 状 況 

・専門家派遣；14 事業所に対して専門家を派遣する。（延 60 回予定） 

・農福連携マルシェ；令和元年 11 月２日（土） 紙屋町シャレオ中央で開催。 

・農福連携セミナー；令和元年 12 月７日（土）広島市総合福祉センターで開催。 

・農福連携（マッチング）に向けた情報交換会；令和２年月４日(火)JA ビルで開催。 

成 果 等 

・専門家の指導により，事業所職員の農産物の生産技術の習得に繋がった。 

・マルシェやセミナーを開催したが，県民に「農福連携」に対する理解が深まってい

ない。 

・農福連携（マッチング）に向けた仕組みづくりの構築が求められる。 
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⑸ Ａ型事業所適正化事業 

区分 内容 

目 的 

就労継続支援Ａ型事業所の運営及び執行の適正化を図るため，運営法人等に対す

る指導・監査体制を整えるとともに，法人及び事業所職員等を対象とした研修や経

営コンサルタントの派遣等を行う。 

受 託 者 
①一般社団法人広島県中小企業診断協会 ②中小企業診断士 

③広島県精神障害者支援事業所連絡会 ④株式会社インサイト 

審査体制強化

（県所管法人） 

【新規】 

就労継続支援Ａ型事業所の指定等に係る専門家会議の設置【別記参照】 

①指導・監査 

（県所管法人） 

平成 30 年度生産活動事業実績報告書において基準条例第 165 条第２項の規定によ

る基準を満たしていない７事業所：令和元年 11 月～令和２年１月 

②経営者研修 
・令和元年８月 13 日（火）広島県庁自治会館 101 会議室（17 名受講） 

・令和元年８月 20 日（火）福山合同庁舎第３庁舎（25 名受講） 

③事業所職員

資質向上研修 

【新規】 

・令和元年９月 18 日（水）広島県庁講堂（45 名受講） 

・令和元年 10 月 25 日（金）エフピコＲｉＭふくやま（33 名受講） 

④経営コンサ

ルタント派遣 

【新規】 

・集合研修：令和元年９月 27 日（金）37 名受講 

・コンサルタント派遣：令和元年 11 月～令和２年２月 22 事業所に各４回派遣 

成 果 等 

・③の研修により，利用者の過半数を占める精神障害者の特性に応じた就労支援ス

キルの向上に繋がった。 

・④のコンサルタント派遣により，事業所ごとに収益力向上に向けた経営改善に具

体的に取り組むことができる。 

・県内のＡ型事業所のうち基準未達の事業所の割合が 52.9％（平成 30 年度決算）

であり，①，②の中小企業診断士による指導を含め，引き続き適正化に向けて取り

組む必要がある。 
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広島県優先調達方針 

 

 

 

１ 平成 30 年度優先調達実績 

   42,624 千円 

 

２ 令和元年度優先調達目標額 

   35,000 千円 

 

３ 今年度の取組状況 

  障害者就労継続支援事業所等が取扱う製品や役務について調査を行い，県ホームペー 

ジに平成 30 年度の県の優先調達実績とともに，「障害福祉サービス事業所取扱物品及 

び役務一覧」として掲出するなど，優先調達の促進について，関係機関や事業者への 

周知に取り組んだ。 

 

※ 広島県ホームページ：障害者優先調達推進法について 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/62/yuusentyoutatusuisinhou.html 

 

４ 今後の支援方策 

  優先調達方針を毎年度策定し，県全体で方針を共有し，周知し，優先調達の執行 

体制を確立するとともに，事業所が提供可能な製品やサービス情報を収集し，県ホー 

ムページ等により情報提供，広報を行うなど，障害者就労施設等からの物品及び役務 

の調達の推進を図る。 
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就労継続支援Ａ型事業所の指定等に係る専門家会議の設置について 

 

 

１ 趣 旨 

 ○ 平成 29 年 11 月の就労継続支援Ａ型事業所を経営する一般社団法人「しあわせの庭」の経営破た

んを受け，平成 30 年 12 月に広島県障害者自立支援協議会（以下「協議会」という。）において取り

まとめられた再発防止に向けた取組への提言を踏まえ，外部専門家を活用して経営内容，個別処遇に

踏み込んだ審査体制を強化するため，協議会就労支援部会（以下「部会」という。）に「就労継続支

援Ａ型事業所の指定等に係る専門家会議」（以下「専門家会議」という。）を設置する。 

 ○ 就労継続支援Ａ型事業所の新規指定等の可否を判断する際に，専門家会議の意見を聴取し，事業計

画の妥当性や経営改善の見込みを判断し，指定，取消等を行う。 

 

２ 専門家会議の概要 

区分 内         容 

所 掌 

事 務 

次に掲げる事項に関し，県へ専門的な意見を述べる。 

(1) 事業者指定（定員増の変更申請を含む。）の事前協議時に，生産活動に係る事業の収

入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額により，利用者に対する最低賃金を

支払うことができる事業計画であること。 

(2) 毎年度の事業継続の可否判断が難しい場合など，指定取消検討時に，経営状況等から

経営改善の見込みがあること。 

(3) 定期の立入検査の中で，判断の難しい専門性の高い経営，運営の課題等 

構成員 

（８名） 

有資格者 人数 役  割 （担当意見） 

中小企業診断士 １名 経営（採算性，実現性）に関する意見 

公認会計士 １名          〃 

精神保健福祉士等 ３名 職業指導など利用者処遇の水準に関する意見 

事業経営経験者 １名 就労経営実務に関する意見 

弁護士 １名 破産時等の法律関係に関する意見 

社会保険労務士 １名 労働法規，福利厚生等に関する意見 

任 期 ２年（再任可） 

開 催 随時（指定：事前協議時 取消等：立入検査後） 

運 営 

(1) 当該事業所関係者の出席を求める。 

(2) 会議は非公開とし，構成員は匿名とする。 

(3) 当該事業所と利害関係のある構成員はあらかじめ除斥する。 

(4) 必要と認めるときは，関係機関への調査を行うことができる。 

その他 県への意見を取りまとめて，部会及び協議会へ報告する。 
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３ 指定事務のスケジュール（目安） 

指定希望日の４か月前まで ３か月前まで ２か月前まで 前月 当月 

 

 

   

 

 

現地調査を 

含む。 

 

 

 

１日付け 

※ 取消等は，立入検査等により経営状況を確認後，専門家会議を開催する。 

 

４ 開催状況 

回次 開催日 議題 

第１回 令和元年７月 11 日 

１ 一般社団法人しあわせの庭の経営破綻事件の概要と検証

結果について 

２ 就労継続支援Ａ型事業所の現状等について  

３ 現行の指定及び変更手続き等について 

４ 専門家会議の運営方法について 

５ 就労継続支援Ａ型事業所の指定に係る様式について 

第２回 令和元年 11 月５日 
就労継続支援Ａ型事業所の指定等に係る事業計画に対す

る意見聴取（１件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県
ヘ
意
見 

指定の可否の厳格化 

専門家 
会議 

事
前
協
議
結
果
通
知 

事   前   協   議 指定申請 指定 指
定
通
知 

審査 
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５ 就労継続支援Ａ型事業所の指定等に係る専門家会議の意見 

⑴ 事前協議者等 

事 前 協 議 者 社会福祉法人静和会 

協 議 内 容 指定就労継続支援Ａ型事業所の利用定員の増加 

⑵ 事業計画書に対する意見 

区   分 事 業 計 画 意 見 

１ 指定を受ける動機・目的 ２事業所を統合 経営統合の動機・目的は妥当である。 

２ 法人の実績（障害福祉サー

ビス事業の経営等） 

老人福祉，障害福祉，児

童福祉の事業を実施 

様々な福祉サービスを提供してきてい

るため，特に問題はない。 

３ 提供サービス   

（１）利用者（労働者）の処遇

に関する工夫 

障害者就業・生活支援セ

ンターと連携した支援 

生活面を含めて対応しているが，精神障

害者の処遇に当たり，医療との関りを検討

すること。 

（２）提供サービスのセールス

ポイント（SWOT 分析より） 

 法人内，公立病院の委託

業務 

法人内の取引を重視しているが，外部及

び地域向けの販売戦略，商品開発が必要で

ある。 

（３）提供サービスの販売戦略 
 凍結含浸法に代えて配

食（給食）サービスを実施 

クックチルの付加価値は高いといえな

いため，凍結含浸法による介護食の商品開

発等を検討すること。 

４ 主な取引先 
 法人内，公立病院の委託

業務 

販売先が法人内であるため，今後，拡大

が必要である。 

５ 借入の状況 法人内の借入 

法人内からの繰入ではあるが，借入の計

画を明確化し，法人への影響を最小限にす

る必要がある。  

６ 必要な資金と調達方法 法人内の借入 
法人内の借入ではあるが，必要調達

額を整理するのが望ましい。 

７ 事業の見通し ３年目で黒字化 

職員人件費など見通しが甘い面もあ

るが，見通し自体は，過去の実績をベ

ースとしており，妥当な水準である。 

ただし，現在の利用率では，事業の

継続が困難となる可能性があるため，

利用者の増加に取り組む必要がある。 
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・ 医 療 的 ケ ア 児

（者）及びその

家族への支援

体制等の検討 

・関係機関との連携，協力

及び情報の共有・普及 

・障害者支援ネットワーク

の構築及び推進 

・障害福祉計画の策定及び

具体化に向けた協議 

・障害児療育の状

況把握 

・障害児療育の方

向性検討 

・県・市町・民間の

役割分担検討 

・県立社会福祉施

設の役割・環境

整備検討 

・市町の相談支援

体制（市町協議

会）の状況把握 

・市町の相談支援

体制（市町協議

会）に対する支

援方策の検討 

・県相談支援アド

バイザーの活用

及び配置に係る

検討 

・相談支援従事者

等 の 人 材 育 成

の方策検討 

・障害者差別解消

法施行後の対応 

・就労支援体制の

整備 

・福祉的就労の場

における工賃向

上 

・研修カリキュラ
ム等検討 

・Ａ型事業所指
定・指導の適正
化に向けた意見 

療育部会 
相談支援・ 
研修部会 

就労支援部会 
 
 

医療的ケア児 
支援部会 

就労継続支援Ａ型
事業所の指定等に
係る専門家会議 

広島県障害者自立支援協議会 

（会長：石井 知行） 

全体会議 

 

 

【参考】：広島県障害者自立支援協議会 

障害者総合支援法第 89 条の３の規定に基づき，地域における障害者等への支援体制に関する

議題について情報を共有し，関係機関等の連携の緊密化を図るとともに，地域の実情に応じた体

制の整備について協議を行うため設置 
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令和元年度広島県障害者自立支援協議会就労支援部会 委員名簿 

 

区 分 氏   名 所           属 

部会長 山田 正史 
公益社団法人広島県就労振興センター 会長 

（社会福祉法人つつじ 理事長） 

委 員 伊木 剛二 広島県商工会議所連合会 事務局長 

委 員 古玉 哲弘 
広島県精神障害者支援事業所連絡会 副会長 

（社会福祉法人清風会 清風会サンホーム 管理者） 

委 員 塩崎 睦典 
広島県身体障害者施設協議会 副会長 

（社会福祉法人福山愛生会 希望の広場 施設長） 

委 員 近重 文男 一般財団法人広島県森林整備・農業振興財団 農業振興部長 

委 員 長和 洋光 
広島障がい者就労支援協議会 事務局 

（医療法人せのがわ多機能型就労移行支援・就労継続支援Ｂ型事業所ノイエ 管理者） 

委 員 西村 浩二 
広島中央障害者就業・生活支援センター  センター長 

（広島県発達障害者支援センター センター長） 

委 員 橋本 正治 
広島市 A 型事業所連絡協議会 会長 

（特定非営利活動法人広島自立支援センターともに 理事長） 

委 員 藤原 博文 
広島県知的障害者福祉協会 理事 

（社会福祉法人虹の会 理事長） 

委 員 松岡 建興 
広島県自立支援協議会就労支援部会ワーキンググループ座長 

（社会福祉法人にこにこ福祉会障害福祉サービス事業所にこてらす 施設長）  

委 員 三島 浩徳 広島障害者職業センター 所長 

委 員 森木 聡人 
広島県障害者相談支援事業連絡協議会副会長 

（障害福祉サービス事業所 Bee-Works 施設長） 

委 員 山﨑 幸治 日本労働組合連合会広島県連合会 事務局長 

委 員 山根 敏宏 
経営考房 代表 

（障害者経済的自立支援事業担当 中小企業診断士） 

委 員 角  浩之 広島労働局職業安定部 職業対策課 課長 

委 員 加藤 啓介 福山市保健福祉局 障がい福祉課 福祉サービス担当課長 

委 員 柴田  勉 広島県商工労働局 雇用労働政策課 課長 

委 員 三浦 直宏 広島県教育委員会事務局教育部 特別支援教育課 課長 

委 員 岩崎 和浩 広島県健康福祉局 障害者支援課 課長 

委 員 村上 誠二 広島県健康福祉局 障害者支援課 自立支援担当監 

（部会長及び行政機関の委員を除き五十音順） 


